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苦情処理窓口（企画政策課男女共同参画室）
来庁・電話・ファクス・郵送等による苦情の申出・相談

市　　長
申出書

④
通知

②
依頼

①
報告

Ⓐ
調査

Ⓑ
助言
指導

是正勧告
③

調査、報告・意見
（助言・指導
　是正要望等）

▷　性別によって、差別
や不利益を受けた場合
などの人権侵害による
相談

　（例：セクハラがある
のに、会社が対策を講
じようとしないなど）

▷　市が実施する男女平
等や、男女共同参画に
かかわる施策への苦情

　（例：○○審議会委員
の男女の割合が偏って
いる、公文書に差別表
現があるなど）

▷　日常生活のいろい
ろな悩み相談（自分
自身の生き方・配偶
者等からの暴力・離
婚・仕事・子ども・
近所づきあいなど）

資料提出
説明苦情処理委員

男女平等推進審議会

市所管課
当該苦情関係機関等

女性総合
相談等
関係機関

※ⒶⒷは必要に応じて対応します

連
携

連 

携

市民（市内在住・在勤・在学)

申出者

男女平等に関する苦情処理のしくみ
 　

市
が
実
施
し
て
い
る
施
策
に
男

女
差
別
が
見
ら
れ
る
場
合
の
苦
情

や
、
市
民
生
活
を
営
む
う
え
で
差

別
的
な
扱
い
を
受
け
た
場
合
の
人

権
侵
害
に
よ
る
相
談
に
つ
い
て
申

し
出
が
で
き
ま
す
。

　

相
談
内
容
に
応
じ
て
、
必
要
が

あ
る
場
合
は
、
市
は
当
該
機
関
等

の
調
査
を
し
た
り
、
説
明
を
求

め
、
助
言
・
指
導
、
是
正
の
要
請

ご
利
用
く
だ
さ
い

ご
利
用
く
だ
さ
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男
女
平
等
に
関
す
る

男
女
平
等
に
関
す
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「
苦
情
」・「
相
談
」
窓

「
苦
情
」・「
相
談
」
窓
口口

を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
苦
情
を
公
平
に
適
切
か

つ
迅
速
に
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理
す
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、
専
門

知
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の
あ
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男
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平
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情
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理

委
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理
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で
き
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。
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左
図
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、
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ド
で
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す
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事
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し
、
郵
送
、
フ
ァ
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ス
ま
た
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直
接
、
企
画
政
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・
児
童
委
員
）

 

秘
密
は
厳
守
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制
度
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原
則
毎
週
金
曜
日
と
そ
の
ほ
か

月
に
１
回
、
女
性
総
合
相
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施
し
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（
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報
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催
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専
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。
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東
京
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ひ
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み
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ば

コンピュータ処理の
個人情報

コンピュータ処理の
個人情報
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　市では、行政の簡素・効率化
および市民の利便性向上のた
め、業務のＩＴ活用に段階的に
取り組んでいます。
　現在、市民の皆さんからの申
請や届け出を通じて収集された
個人情報の多くはコンピュータ
により記録、処理しています。
　これらの個人情報は、個人情
報保護法、個人情報保護条例、
個人番号の利用並びに特定個人
情報の利用及び提供に関する条
例、個人番号の利用並びに特定
個人情報の利用及び提供に関す
る条例施行規則、電子計算組織
の管理運営に関する規則、電子
情報資産の安全管理対策に関す
る規程に基づいて取り扱い、プ
ライバシーが侵害されることが
ないよう細心の注意が払われて
います。
　また、平成２９年７月から開始
された社会保障・税番号制度
（マイナンバー制度）における

情報提供ネットワークシステム
による情報連携においても、関
係する法令等に従った適切な取
り扱いに努めています。
　情報の収集は必要最小限と
し、業務に関わりのない者が情
報に接することはできません。
　また、庁内での個人情報の不
正使用を監視するため、操作履
歴を記録しており、ご自分の個
人情報の利用状況について開示
請求が可能となっています。さ
らに、マイナポータルを利用す
ると個人情報が行政機関間でど
のようにやりとりされたかを確
認することができます。
　令和２年７月現在、個人情報
をコンピュータで処理している
主な業務と記録項目は右表のと
おりです。詳しくは、市ホーム
ページをご覧いただくか、お問
い合わせください。
 情報システム課情報システム
係（☎０４２−３８７−９８２７）
問

コンピュータ処理の個人情報
主な記録項目業務名

共通項目、世帯主氏名、続柄、本籍、住民異動年月日、前住所、住
民票コード、国保被保険者記号番号、国民年金記号番号、国籍、在
留関係項目、マイナンバーなど

住民記録業務

個人番号、印鑑登録番号、登録年月日、異動事由・異動年月日、印
影、印鑑証明発行停止理由・停止年月日、印鑑登録照会年月日など

印鑑登録証明業
務

課税年度、納税義務者および世帯員共通項目、口座振替関係、収入
金額・所得金額、扶養関係、税額控除額、課税標準額、税額など

個人市・都民税
課税業務

（課税）所有者、口座振替関係、固定資産税額、都市計画税額、軽
減税額など
（土地）地目、地積、用途区分、路線評価関係、評価額、課税標準
額など
（家屋）種類、構造、床面積、建築年、評価額、軽減関係など

固定資産税課税
業務

（資格、賦課）共通項目、国保被保険者記号番号、特別徴収、普通
徴収、所得金額、税額、口座振替関係など
（給付）診療報酬関係、診療機関、決定点数、公費負担額、診療内
容など

国民健康保険業
務

国保被保険者記号番号、氏名または名称、住所または所在地、税目、
各税年税額、収入・未収入額、還付、督促・延滞金、口座振替関係
など

市税および国民
健康保険税収納
業務

入所児および保護者共通項目、入所年月日、保育料、保育園名、口
座振替関係など保育業務

氏名、住所、生年月日、登録番号、登録年月日、登録場所など図書館業務
共通項目＝氏名、住所、生年月日、性別
〈個人情報をコンピュータ処理しているこのほかの業務〉
住民記録関連業務・戸籍業務・国民年金業務・後期高齢者医療業務・介護保険業務・
心身障害者支援業務・児童手当業務・就学援助業務・住民基本台帳ネットワークシス
テム・公的個人認証・コンビニ交付サービス・情報連携関係業務（情報提供ネットワ
ークシステムおよび自治体中間サーバーを含む）など


